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 中小企業 BCP（緊急時企業存続計画）への取組について 

    ～緊急事態からの早期復旧プラン～ 

 

 

 

あなたの会社が地震災害や風水害に遭ったら、事業所で火災が起きたら、中小企業

はどうしたら生き残れるか？ 

 

ＢＣＰとは、企業が災害や火災等の緊急事態に遭遇した場合、損害を最小限にとどめつつ、中核

となる事業の継続や早期復旧を可能とするため、事前に取り決めておく計画のことです。 

 BCP 導入効果のイメージ 

 

◇従来の防災対策を基に策定！         

 

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

◇ＢＣＰ策定の背景         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の防災の考え方に加え、以

下の新しい視点

従来の防災計画 

① 人命の安全確保 

② 物的被害の軽減 

③ 網羅的な被害に対応     

④ 復旧時間設定は任意 

⑤ 工場や企業単位で検討 

Ｂ Ｃ Ｐ 

① 事業継続の確保 

② 中核事業の継続に集中 

③ 復旧目標時間の設定 

④ サプライチェーンの一員としての責

任       

●リスク対応 

・ 地震、台風、水害等の多発 

・ ＩＴ障害、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｳｲﾙｽ 

 

● 企業の相互連携 

・ 分業化によるサプライチェーンの進行 

・ 効率化のための調達先の絞り込み 

●CSR（企業の社会的責任） 

・ 地域、従業員、株主、取引先等から

の信頼確保の要求 

● 国内外の標準化 

・ ＢＣＰガイドラインの公表 

・ ＩＳＯ規格化への動き 

時間軸

目標

操

業

度

（
製

品

供

給

量

な
ど

）

復旧

③操業度１００％
へ復旧時間を短
縮させる

災害発生 ②許容される期間内に
操業度を復旧させる
⇒利益喪失を最小限に

①許容限界以上のレベ
ルで事業を継続させる

BCP（緊急時企業存続計画）策定の効果

100%

現場の予想復旧曲線
ＢＣＰ実践後の復旧曲線

目標の回復時期
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◇ＢＣＰ策定のメリット         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ＢＣＰ策定のポイント         

これまでの防災計画は、従業員の生命と会社の財産を守ることが主な目的でした。BCP

は、従業員の生命と会社の財産を確保した上で、事業の継続・早期復旧に努めることで、

会社が緊急事態を生き抜くための計画です。 

 

１ 緊急時において優先して継続・復旧すべき中核事業を特定します。 

●緊急時、人材や設備、資金が制約されます。事業を絞り込むことが企業存続の近道です。 

 

２ 緊急時において中核事業を復旧する目標時間を定めておきます。 

●目標がないと適切な行動を起こすことができません。緊急時に被害状況を判断して再設定します。 

 
３ 中核事業や目標復旧時間について顧客等取引先と予め協議しておきます。 

●共通認識があると効果的な対策が可能です。緊急時、顧客との迅速・円滑な連絡が肝心です。 

 
４ 事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておきます。 

●緊急時の使用不能に備え、可能な範囲で用意します。コンピュータのバックアップも重要です。 

 
５ 全ての従業員と BCP の方針や内容について話し合っておきます。 

●緊急時、経営者はどう行動するつもりか、従業員にどう行動して欲しいか、知らせておきましょう。 

BCP は、一度、策定すればよいものではありません。従業員の教育・訓練を行ったり、定

期的に計画を見直したり、「BCP サイクル」に従って継続的に改善することが大切です。     

そして、はじめから完璧な BCP を求めるのではなく、「BCP サイクル」を継続的に実践す

ることによって、徐々に緊急事態に強い体制を充実させることが重要です。 

 

【ＢＣＰサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
事業を理解する

②
BCPの準備、

事前対策を
検討する

⑤
BCPのテスト、

維持・更新を
行う

④
BCP文化を

定着させる

③
BCPを

策定する

①
事業を理解する

②
BCPの準備、

事前対策を
検討する

⑤
BCPのテスト、

維持・更新を
行う

④
BCP文化を

定着させる

③
BCPを

策定する

対外的なメリット 

・ 防災・危機管理に取り組んでいる企業として、

市場や社会の中で信頼を得られる。 

・ 顧客・取引先からの安定供給の要請に応える

ことが可能となる。 

・ 災害・事故等の発生時の地域貢献活動や平時

の防災活動支援はＣＳＲの活動として評価され

る。 

社内的なメリット 

・ 災害発生時に、事業中断を最小限とし、

被害や事業中断の影響を抑えられる。 

・ 自社の事業・業務など再認識できる。 

・ 経営者と従業員との間での重大なリス

クに関する問題意識の共有が図れる。 
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● ＢＣＰを自己診断！         

ＢＣＰの策定・運用に向けて、企業の現在の状態を自己診断します。「はい」の数が少な

い分野を認識した上で、ＢＣＰに取り組みましょう。 

 

 

◇宮城県の取組         

  

 

 

 

 

●具体的な取組 

① ＢＣＰ出前相談の開催 

ＢＣＰへの理解と必要性、さらに実務としてのＢＣＰ策定と運用について、県職員

が講師となり出前相談を実施します。 

 

② 宮城県緊急時企業存続計画作業手順の作成 

中小企業庁ＢＣＰ策定指針を基に、本県の被害想定情報を提供しながら、中小企

業者にも取り組みやすい作成例を提供します。 

 

中小企業の経営者自らが BCP を策定運用できるよう、中小企業庁では BCP に関連する

ノウハウを盛り込んだ「中小企業 BCP 策定運用指針」を作成し、平成 18 年 2 月 20 日から

インターネット上に公開しています。是非、アクセスしてみて下さい。 

・中小企業庁「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ 

「みやぎ将来ビジョン」  ３３ 地域ぐるみの防災体制の充実への取組 

 

・企業におけるＢＣＰ策定など企業の防災対策を支援します 
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◇宮城県緊急時企業存続計画作業手順         

中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」を基に、より簡易に企業自らBCPを策定し

ていただくための手順と記入シートを用意しました。また中小企業の皆様にＢＣＰのイメージ

を思い浮かべていただくために、シート記入上のコメント例や留意点も掲載しておりますの

で、是非、以下のホームページにアクセスして下さい。 

⇒http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/ 

 

【宮城県緊急時企業存続計画作業手順；作成例から抜粋】 

◆自社のＢＣＰ策定の目的とは【様式 A】 

・宮城県沖地震発生後も、従業員全員の雇用を守る。
・二次災害を防止し、地域に迷惑をかけない。

内　　　　　　　　　　　　　　　容

　従業員を守る

　事業の継続・早期復旧

に努める

　地域の活力を守る

視　　　点

・宮城県沖地震発生時、事業所内で死傷者を出さない。
・従業員が被災した場合、会社としても出来る限り支援を行う。

・宮城県沖地震に関連する情報発表時及び突発時の企業存続について、事前に顧客と共通
目標を持っておく。
・突発時、顧客と迅速・緊密に連絡を取り、目標復旧時間達成に努める。

◆自社の中核事業と目標の復旧時間を決める【様式 D】 

ＮＯ 中核事業 事   業   内   容 目標復旧時間 

1 Ｚ部品の製造 Ａ社向け自動車部品の製造 ２０日間で完全復旧 

2 Ｙ部品の製造 Ｃ社向け自動車部品の製造 ２０日間で完全復旧 

◆中核事業に必要な経営資源を洗い出す【様式 E】 

中核事業  ＮＯ Ｚ部品の製造 責任者 山形三郎 連絡先   

重要業務 左に必要な資源 緊急時確認者名 

人 ○○製綱担当者 作業サブリーダー     

資材 アルミブロック 作業サブリーダー     
○○製綱からのアル

ミブロックの調達 
機材   作業サブリーダー     

責任者 資金   作業サブリーダー     

  情報 調達のための連絡（電話・メール） 作業サブリーダー     

人 オペレーター（従業員Ａ） 作業サブリーダー     

資材 電力、水道 作業サブリーダー     ＮＣ加工機械の稼働 

機材 ＮＣ加工機材、ＮＣ加工データ、工場 作業サブリーダー     

責任者 資金   作業サブリーダー     

  情報   作業サブリーダー     

◆従業員教育を図る【様式 R】 

区分 項目 目標 対象者（本年度） 時期・頻度 

ＢＣＰに関する社内デ

ィスカッションの実施 

社員に対するＢＣＰの

意識付け 
従業員全員 

年間６回開催で、従業員は年

間で最低１回は参加。 

教育 

ＢＣＰに関する取引企

業間勉強会の実施 

同業他社、団地内でのＢ

ＣＰの協力体制の強化 

ＢＣＰ責任者及びＢＣＰ担

当者 
年１回開催（６月） 

 

 

 

 

        お気軽にお問い合わせ下さい。    （Ｈ１９．１１） 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 商工経営指導班 

〒980-8570 宮城県仙台市本町三丁目８－１ 県庁１４階 

e-mail: syokeisiks@pref.miyagi.jp 電話 022-211-2742 ＦＡＸ022-211-2749 


